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シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン

│
│
第
二
次
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
運
動
の
再
検
討
│
│

綾

辺

昌

朋

は
じ
め
に

ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
の
機
関
紙
『
ド
ー
ン
』
は
一
九

二
三
年
十
二
月
八
日
号
で
、
イ
リ
ノ
イ
州
マ
ウ
ン
ト
・
カ
ー
メ
ル

支
部
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
活
動
報
告
を
掲
載
し
て
い
る
。

「
こ
ち
ら
の
ク
ラ
ン
は
団
員
を
教
育
し
て
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の

精
神
を
身
に
付
け
さ
せ
て
い
る
ほ
か
に
、
地
域
の
警
察
活
動
を
支

え
る
運
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
助
け
、

病
に
臥
せ
っ
て
い
る
人
を
慰
問
し
、
教
会
と
日
曜
学
校
へ
の
出
席

を
促
進
し
て
い
ま
す
（
１
）
」。

ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
と
い
え
ば
、
白
人
種
の
優
越
を

掲
げ
る
白
装
束
の
秘
密
結
社
を
想
起
す
る
。
我
々
が
抱
く
そ
の
よ

う
な
ク
ラ
ン
像
は
し
ば
し
ば
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
中
に
描
か
れ
た
ク
ラ

ン
が
そ
う
で
あ
る
。『
国
民
の
創
生
』
で
は
、
ク
ラ
ン
は
南
北
戦

争
敗
北
の
屈
辱
か
ら
南
部
白
人
社
会
を
再
生
さ
せ
る
救
世
主
で
あ

り
、『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
・
バ
ー
ニ
ン
グ
』
で
は
、
人
種
平
等
へ
進
む

ア
メ
リ
カ
社
会
に
抵
抗
す
る
狂
信
的
な
暴
力
集
団
で
あ
っ
た
。

『
国
民
の
創
生
』
は
南
部
再
建
時
代
に
生
ま
れ
た
第
一
次
ク
ラ
ン

を
、
世
紀
転
換
期
の
南
部
白
人
の
視
点
か
ら
描
き
、『
ミ
シ
シ
ッ

ピ
・
バ
ー
ニ
ン
グ
』
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
復
活
し

た
第
三
次
ク
ラ
ン
を
、
戦
後
白
人
リ
ベ
ラ
ル
派
の
視
点
で
描
い
た

映
画
で
あ
る
（
２
）
。
し
か
し
、
冒
頭
に
示
し
た
一
九
二
三
年
の
活
動
報

告
に
は
反
動
的
な
白
人
至
上
主
義
組
織
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
本

稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
史
に
登
場
し
た
も
う
一
つ
の
Ｋ
Ｋ
Ｋ
、
第
二

次
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
を
取
り
上
げ
、
そ
の
一
般
的
な

イ
メ
ー
ジ
に
反
す
る
「
市
民
に
奉
仕
す
る
秘
密
結
社
」
と
し
て
の

側
面
に
光
を
当
て
た
い
。

シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン

八
七
（
八
七
）



第
二
次
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン（
正
式
に
はT

he
Invis-

ible
E
m
pire

of
the

K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan

）
は
、
一

九
一
五
年
に
元
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
牧
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｊ
・
シ
モ

ン
ズ
を
中
心
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
で
結
成
さ
れ
た
秘
密

結
社
で
あ
る
。
当
時
ア
ト
ラ
ン
タ
で
は
第
一
次
ク
ラ
ン
を
賛
美
す

る
映
画
『
国
民
の
創
世
』
が
公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
シ
モ
ン
ズ
ら

の
ク
ラ
ン
は
完
全
な
別
組
織
と
し
て
誕
生
し
て
お
り
、
新
旧
両
ク

ラ
ン
の
間
に
は
象
徴
的
な
意
味
以
上
の
連
続
性
は
な
い
。
新
生
ク

ラ
ン
は
「
百
パ
ー
セ
ン
ト
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
標
榜
し
、
入

会
資
格
を
「
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
で
白
人
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
成
人

男
性
」
に
限
定
す
る
排
外
主
義
的
性
格
の
友
愛
団
体
と
し
て
出
発

し
た
。
当
初
の
会
員
数
は
二
千
人
程
度
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇

年
以
降
ク
ラ
ン
は
急
速
に
成
長
し
、
最
盛
期
の
一
九
二
四
年
に
は
、

全
米
各
地
に
お
よ
そ
四
千
の
地
方
支
部
と
推
定
四
百
万
の
団
員
数

を
誇
る
巨
大
組
織
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
勢
力
の
中
心
は

生
誕
地
の
深
南
部
か
ら
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
オ
ハ
イ
オ
、
コ
ロ
ラ
ド
、

オ
レ
ゴ
ン
な
ど
の
中
西
部
州
や
西
部
州
へ
と
移
動
し
た
。
さ
ら
に

は
成
人
女
性
限
定
の
Ｗ
Ｋ
Ｋ
Ｋ
（
推
定
会
員
数
五
十
万
）
と
未
成

年
者
の
た
め
の
ジ
ュ
ニ
ア
・
ク
ラ
ン
も
創
設
さ
れ
、
ク
ラ
ン
の
イ

メ
ー
ジ
は
「
南
部
の
白
人
至
上
主
義
自
警
団
」
か
ら
、
家
族
で
参

加
で
き
る
秘
密
結
社
・
友
愛
団
体
へ
と
変
貌
し
た
（
３
）
。

も
ち
ろ
ん
、
第
二
次
ク
ラ
ン
は
単
な
る
友
愛
団
体
で
は
な
い
。

そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
様
々
な
顔
を
持
っ
た
「
多
頭
の
怪

物
」
で
あ
る
（
４
）
。
白
人
至
上
主
義
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
、
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
を
前
面
に
押
し
出
し
、
徹
底
し
た
移
民
規
制
を
要
求
す
る

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
で
あ
る
一
方
で
、
ク
ラ
ン
は
厳
正
な
法
（
特

に
禁
酒
法
）
の
執
行
と
社
会
的
モ
ラ
ル
の
改
善
、
公
教
育
の
充
実
、

政
治
腐
敗
の
追
放
な
ど
を
求
め
る
改
革
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
様
々
な
目
標
を
達
成
す
べ
く
市
民
に
対
し
て
積
極

的
な
政
治
参
加
を
促
し
、
自
ら
も
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
選
挙
に
関

与
す
る
き
わ
め
て
活
動
的
な
秘
密
結
社
で
あ
っ
た
。
膨
大
な
会
員

数
ゆ
え
の
政
治
的
動
員
力
は
強
大
で
、
ク
ラ
ン
の
支
持
を
得
て
当

選
し
た
候
補
は
小
さ
な
町
の
首
長
か
ら
、
州
議
会
議
員
や
州
知
事
、

さ
ら
に
は
連
邦
議
会
議
員
に
至
る
な
ど
、
そ
の
数
は
計
り
知
れ
な

い
。
一
九
二
四
年
の
民
主
党
全
国
大
会
が
、
ク
ラ
ン
を
名
指
し
で

非
難
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
大
混
乱
に
陥
っ
た
と
い
う
事
実

か
ら
も
、
そ
の
政
治
的
影
響
力
の
大
き
さ
が
伺
え
る
。
一
九
二
〇

年
代
の
合
衆
国
に
お
い
て
、
ク
ラ
ン
が
最
大
の
秘
密
結
社
で
あ
り

政
治
社
会
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

一

第
二
次
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
を
め
ぐ
る
研
究
史

な
ぜ
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

史

学

第
七
八
巻

第
一
・
二
号

八
八
（
八
八
）



ア
メ
リ
カ
社
会
で
大
成
功
を
収
め
た
の
か
に
つ
い
て
八
十
年
以
上

に
わ
た
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
・
メ
ク
リ
ン
に
よ

る
先
駆
的
研
究
以
降
、
研
究
者
の
多
く
は
ク
ラ
ン
の
反
カ
ト
リ
ッ

ク
、
反
移
民
と
い
っ
た
排
他
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
注
目
し
て
き

た
。
二
十
世
紀
の
初
め
、
合
衆
国
に
は
東
欧
・
南
欧
か
ら
「
新
移

民
」
が
大
量
に
流
入
し
、
多
数
派
で
あ
る
西
欧
・
北
欧
系
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
市
民
に
対
す
る
人
種
的
、
宗
教
的
な
脅
威
と
な
っ
た
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
・
グ
ラ
ン
ト
や
移
民
規
制
連
盟
の
よ
う
な
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ス
ト
知
識
人
、
圧
力
団
体
の
主
張
が
一
般
市
民
の
間
に
も
浸

透
し
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
、
文
化
、
人
種
の
優
越
性
を
維
持
す
る

た
め
に
は
新
移
民
を
排
除
す
べ
き
と
い
う
考
え
が
主
流
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
が
国
別
に
年
間
移
民
数
を
割
り
当
て
た
一
九
二
四
年
の

移
民
規
正
法
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
排
外
主
義
的
な
機
運
が
最
も

高
ま
っ
て
い
た
時
期
に
反
カ
ト
リ
ッ
ク
、
反
移
民
を
訴
え
る
ク
ラ

ン
が
全
米
的
な
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
は
こ

の
点
を
重
視
し
、
ク
ラ
ン
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
市
民
が
過
ぎ

去
っ
た
ア
メ
リ
カ
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
反
動
的
な
政
治
社
会
運

動
」
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
た
（
５
）
。

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
新
し
い
解
釈
が
生
ま
れ
、
第

二
次
ク
ラ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
は
少
し
ず
つ
塗
り
か
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

修
正
主
義
派
に
属
す
る
歴
史
家
た
ち
は
研
究
対
象
を
特
定
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
絞
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
ク
ラ
ン
が
実
際
に

行
っ
た
活
動
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
ら
の
調
査
に
よ
る
と
、
ク
ラ

ン
の
多
く
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
や
移
民
の
排
斥
で
は
な
く
、
禁
酒

法
の
執
行
、
市
政
改
革
、
慈
善
な
ど
地
域
に
密
着
し
た
活
動
に
携

わ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
団
員
名
簿
の
分
析
に
よ
っ
て
、
団
員
の
多

く
が
社
会
的
な
中
間
層
に
属
す
る
「
普
通
の
市
民
」
で
あ
り
、
な

か
に
は
地
域
の
政
治
、
教
育
、
モ
ラ
ル
の
改
革
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
き
た
人
々
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
る
ク
ラ
ン
像
は
反
動
的
な
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
で
は
な

く
、
改
革
主
義
的
な
性
格
の
市
民
活
動
家
（
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ア
ク

テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
）
で
あ
る
（
６
）
。
修
正
主
義
派
の
一
人
シ
ョ
ー
ン
・
レ

イ
は
、「
全
米
組
織
ク
ラ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
レ
ト
リ
ッ
ク
」

は
「
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
う

え
で
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
（
７
）
。

も
ち
ろ
ん
、
レ
イ
の
言
う
「
ク
ラ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
レ
ト

リ
ッ
ク
」
は
反
カ
ト
リ
ッ
ク
、
反
移
民
と
い
っ
た
排
外
主
義
的
な

も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
第
二

次
ク
ラ
ン
の
思
想
に
は
改
革
主
義
的
な
側
面
も
あ
り
、
そ
の
こ
と

は
同
じ
修
正
主
義
派
の
レ
ナ
ー
ド
・
ム
ー
ア
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ン
は
世
紀
転
換
期
の
革
新
主

義
運
動
に
対
す
る
幻
滅
や
反
動
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
々
の
中
に

シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン

八
九
（
八
九
）



あ
っ
た
「
革
新
主
義
運
動
の
目
標
と
理
想
の
多
く
を
継
続
し
た
い

と
い
う
願
望
」
を
代
弁
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
８
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
ク
ラ
ン
の
改
革
主
義
的
な
側
面
の
研
究
は
進

ん
で
お
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
史
家
の
間
で
さ
え
第
二
次
ク
ラ
ン
は
人

種
偏
見
、
宗
教
的
憎
悪
を
煽
る
反
動
的
秘
密
結
社
に
過
ぎ
な
か
っ

た
と
い
う
見
方
が
依
然
と
し
て
根
強
い
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う

な
見
方
の
不
完
全
さ
を
一
次
史
料
を
用
い
て
論
証
し
、
冒
頭
の

『
ド
ー
ン
』
に
掲
載
さ
れ
た
ク
ラ
ン
の
「
市
民
活
動
」
が
組
織
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
実
践
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
た
い
。

本
稿
で
使
用
し
た
一
次
史
料
は
、
ク
ラ
ン
の
定
期
刊
行
物
、
団

員
教
育
用
冊
子
、
指
導
者
た
ち
に
よ
る
著
作
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

雑
誌
論
文
、
単
行
書
）
お
よ
び
演
説
集
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
文
献

は
い
ず
れ
も
ク
ラ
ン
が
何
を
目
指
し
、
ど
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社

会
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
組
織
の

思
想
を
理
解
す
る
う
え
で
最
も
有
益
な
史
料
で
あ
る
。
な
か
で
も

定
期
刊
行
物
は
団
員
に
よ
っ
て
購
読
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
街
角
で

も
販
売
さ
れ
、
ク
ラ
ン
の
教
え
を
一
般
市
民
に
伝
播
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
期
刊
行
物
に
は
、
人
種
、
宗
教
、

政
治
、
文
化
の
諸
問
題
に
対
す
る
ク
ラ
ン
の
立
場
が
詳
細
に
述
べ

ら
れ
、
地
方
支
部
の
活
動
例
が
所
狭
し
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
ク

ラ
ン
全
盛
時
の
一
九
二
四
年
頃
に
は
、
全
米
で
お
よ
そ
四
十
の
新

聞
や
雑
誌
が
結
社
の
機
関
紙
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で

は
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
全
国
組
織
の
機
関
紙
で
あ
っ
た
『
サ
ー
チ

ラ
イ
ト
』（
一
九
二
一
年
九
月
か
ら
一
九
二
四
年
十
二
月
の
最
終

号
ま
で
）、『
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
ナ
イ
ト
ホ
ー
ク
』（
一
九
二
三
年

三
月
の
創
刊
号
か
ら
一
九
二
四
年
十
一
月
の
最
終
号
ま
で
）、『
ク

ー
リ
ア
』（
一
九
二
四
年
十
二
月
の
創
刊
号
か
ら
一
九
二
六
年
十

二
月
号
ま
で
）、
お
よ
び
イ
リ
ノ
イ
州
組
織
の
機
関
紙
『
ド
ー

ン
』（
一
九
二
二
年
十
月
の
創
刊
号
か
ら
一
九
二
四
年
九
月
の
最

終
号
ま
で
）
を
使
用
し
た
（
９
）
。

二

第
二
次
ク
ラ
ン
の
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

第
二
次
ク
ラ
ン
の
創
設
者
で
初
代
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
ウ
ィ
ザ
ー

ド
（
全
国
組
織
の
最
高
指
導
者
）
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
モ

ン
ズ
は
自
ら
の
著
書
の
中
で
「
我
々
の
祖
先
が
生
き
た
古
き
ア
メ

リ
カ
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
消
滅
し
つ
つ
あ
る
」
と
嘆
い
て
い
る
（
１０
）
。

シ
モ
ン
ズ
ら
ク
ラ
ン
の
指
導
者
た
ち
は
、
新
移
民
が
流
入
す
る
以

前
の
ア
メ
リ
カ
を
人
種
的
、
宗
教
的
に
同
質
的
で
秩
序
正
し
い
社

会
と
捉
え
て
理
想
化
し
た
。
第
二
代
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
ウ
ィ
ザ
ー

ド
の
ハ
イ
ラ
ム
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
も
民
主
共
和
制
国
家
ア
メ
リ
カ
は

一
八
九
〇
年
頃
に
頂
点
に
達
し
、
そ
の
後
は
凋
落
の
一
途
で
あ
る

史
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と
主
張
し
て
い
る
（
１１
）
。
し
か
し
、
彼
ら
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
衰

退
は
必
ず
し
も
「
異
質
で
劣
等
な
人
種
」
の
流
入
だ
け
が
原
因
で

は
な
い
。
よ
り
深
刻
な
の
は
、
南
北
戦
争
後
の
急
速
な
経
済
発
展

の
過
程
で
、
建
国
当
初
の
世
代
が
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
共
和
国

市
民
と
し
て
の
理
念
や
徳
が
失
わ
れ
、
物
質
的
な
豊
か
さ
の
み
が

社
会
の
進
歩
を
測
る
尺
度
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
シ
モ
ン
ズ
は

ア
メ
リ
カ
社
会
に
蔓
延
す
る
「
巨
大
主
義
」
を
憂
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
我
々
は
校
舎
の
大
き
さ
や
数
、
寄
付
金
の
額

に
よ
っ
て
大
学
の
価
値
を
測
る
。
一
番
の
金
持
ち
が
最
も
多
く
新

聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
も
重
要
な
人
物
と
み
な

さ
れ
る
。
作
家
は
売
っ
た
本
の
数
で
評
価
さ
れ
、
芸
術
作
品
は
市

場
で
法
外
な
値
段
が
つ
い
た
と
い
う
理
由
で
人
々
の
関
心
を
集
め

る
…
…
あ
る
州
は
豚
の
生
産
で
一
位
で
あ
る
と
声
高
に
宣
伝
し
、

別
の
州
は
ど
こ
よ
り
も
多
く
の
野
生
動
物
を
殺
し
て
毛
皮
を
作
っ

て
い
る
こ
と
を
誇
る
…
…
我
々
が
積
み
上
げ
た
『
進
歩
』
の
統
計

数
字
は
た
い
て
い
我
々
の
堕
落
を
証
明
す
る
も
の
な
の
だ
（
１２
）
」。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
物
質
主
義
に
侵
さ
れ
た
社
会
の
中
で
生
き
る

ア
メ
リ
カ
人
の
大
半
は
怠
惰
、
無
責
任
、
無
関
心
、
自
己
中
心
的

な
「
名
ば
か
り
の
市
民
」
で
あ
る
と
ク
ラ
ン
は
主
張
す
る
。
彼
ら

は
絶
え
間
な
く
政
治
や
経
済
に
つ
い
て
文
句
を
言
う
一
方
で
、
困

っ
て
い
る
隣
人
を
無
視
し
、
陪
審
員
の
義
務
を
逃
れ
、
公
立
学
校

の
改
善
に
も
協
力
せ
ず
、
日
曜
の
礼
拝
や
投
票
に
行
く
こ
と
さ
え

億
劫
が
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
映
画
俳
優
や
ゴ
ル
フ
の
ス
コ
ア
ー
、

自
動
車
の
性
能
の
話
題
で
は
饒
舌
だ
が
、
政
治
や
社
会
問
題
に
つ

い
て
は
何
一
つ
語
れ
な
い
。
ク
ラ
ン
の
使
命
は
、
そ
う
し
た
「
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
市
民
」
に
公
共
の
精
神
を
植
え
付
け
、
市
民
と
し

て
の
義
務
感
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。「
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
石
、
レ
ン
ガ
、
タ
イ
ル
、
鉄
パ
イ
プ
と
い
う
観
点
」
で
は
な

く
「
市
民
の
観
点
」
か
ら
も
の
を
考
え
る
ア
メ
リ
カ
人
を
創
る
こ

と
―
ク
ラ
ン
は
こ
れ
を
合
衆
国
再
生
の
鍵
で
あ
る
と
み
な
し
、
各

地
で
様
々
な
「
改
革
」
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
（
１３
）
。

あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
の
対
談
の
中
で
、
第
二
代
イ
ン
ペ
リ

ア
ル
・
ウ
ィ
ザ
ー
ド
の
ハ
イ
ラ
ム
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
は
組
織
が
目
指

す
具
体
的
な
改
革
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ク
ラ

ン
の
メ
ン
バ
ー
の
大
多
数
お
よ
び
全
て
の
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
、

市
民
と
し
て
の
特
権
の
み
な
ら
ず
市
民
の
果
た
す
べ
き
責
務
を
教

え
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
（
１４
）
」。
民
主
主
義
が
正
し
く
機
能
す
る

た
め
に
は
市
民
一
人
ひ
と
り
が
社
会
に
対
す
る
義
務
を
認
識
し
そ

れ
を
す
み
や
か
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
他
の
市
民
の
模
範
と
な
る
べ
き
ク
ラ
ン
の
団
員
が
教
育
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ラ
ン
の
団
員
も
そ
の
多
く
は
所
詮
「
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
市
民
」
で
あ
る
。
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
グ
ラ
ン

シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン
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ド
・
ド
ラ
ゴ
ン
（
ク
ラ
ン
州
組
織
の
最
高
指
導
者
）
は
次
の
よ
う

に
問
う
て
い
る
。「
君
た
ち
は
時
折
会
合
を
開
く
ほ
か
に
何
を
し

て
い
ま
す
か
…
…
地
域
社
会
の
事
柄
に
き
ち
ん
と
参
加
し
て
い
ま

す
か
…
…
つ
ま
り
、
君
た
ち
は
そ
の
地
域
の
本
当
の
市
民
に
な
っ

て
い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
君
た
ち
は
自
分
の
中
に
あ
る
ほ
ん
の

小
さ
な
世
界
の
こ
と
に
し
か
関
心
を
持
た
ず
に
生
き
て
い
る
ち
っ

ぽ
け
な
存
在
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
（
１５
）
」。
全
て
の
団
員
を
「
本
当

の
市
民
」
に
す
る
た
め
に
、
ク
ラ
ン
は
『
ク
ラ
ン
ズ
マ
ン
ズ
・
マ

ニ
ュ
ア
ル
』
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
用
冊
子
を
各
支
部
に
配
布
し
、

定
期
刊
行
物
の
中
で
市
民
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
た
。『
イ
ン
ペ

リ
ア
ル
・
ナ
イ
ト
ホ
ー
ク
』
誌
の
編
集
者
は
、
毎
週
の
会
合
で
出

席
者
全
員
に
同
誌
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
よ
う
に
と
支
部
の
リ
ー
ダ

ー
た
ち
に
勧
め
、「
団
員
を
教
育
し
な
さ
い
。
彼
ら
を
知
的
に
し

な
さ
い
」
と
訴
え
て
い
る
。
ク
ラ
ン
は
そ
の
他
に
も
合
衆
国
の
歴

史
や
政
治
制
度
な
ど
に
関
す
る
講
座
を
企
画
し
て
、
団
員
に
積
極

的
な
参
加
を
促
し
た
（
１６
）
。

ま
た
、
ク
ラ
ン
の
メ
ン
バ
ー
は
他
の
市
民
の
模
範
と
し
て
有
識

者
で
あ
る
と
同
時
に
有
徳
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
あ
な
た

自
身
か
ら
始
め
な
さ
い
。
あ
な
た
は
外
見
も
内
面
も
健
全
で
す

か
」
と
『
ク
ー
リ
ア
』
誌
は
問
う
。
そ
し
て
、「
自
分
の
身
を
正

す
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
誰
も
他
の
人
々
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

は
出
来
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
１７
）
。
道
徳
的
に
問
題
が
あ
る
と
疑
わ

れ
る
人
物
は
厳
し
く
監
視
さ
れ
、
飲
酒
や
不
貞
を
理
由
に
し
て
の

入
団
拒
否
や
入
団
後
の
追
放
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
支
部

を
ま
と
め
る
エ
グ
ゾ
ー
ル
テ
ッ
ド
・
サ
イ
ク
ロ
プ
ス
の
地
位
に
は

人
格
に
優
れ
責
任
感
の
強
い
、
組
織
の
教
え
に
最
も
精
通
し
た
人

物
が
選
ば
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
任
務
は
各
団
員
を
指

導
し
、
ク
ラ
ン
を
「
市
民
の
財
産
」
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
１８
）
。

教
育
を
受
け
た
ク
ラ
ン
の
メ
ン
バ
ー
が
次
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、

集
会
所
を
出
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
調
査

し
、
そ
れ
に
対
し
て
す
み
や
か
に
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
社
会
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
は
誰
に
で
も
で
き
る
。
し

か
し
、「
診
断
」「
処
方
」「
治
療
」
の
す
べ
て
を
行
え
る
の
は
ク

ラ
ン
だ
け
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。『
ク
ー
リ
ア
』
誌
に
よ
れ
ば
、

「
単
に
事
実
を
述
べ
る
こ
と
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
い
。
我
々
は

宣
言
だ
け
で
止
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
行
動
は
言
葉
よ

り
も
説
得
力
を
持
つ
の
だ
（
１９
）
」。
他
の
ア
メ
リ
カ
人
に
良
き
市
民
の

模
範
を
示
す
こ
と
が
ク
ラ
ン
の
使
命
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
団

員
の
不
活
動
は
組
織
の
事
実
上
の
消
滅
を
意
味
し
た
。「
見
え
ざ

る
帝
国
」
で
あ
る
は
ず
の
秘
密
結
社
ク
ラ
ン
が
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
に
お
い
て
も
目
に
見
え
て
活
動
的
で
あ
っ
た
理
由
は
こ
こ
に

あ
る
（
２０
）
。
以
下
、
第
二
次
ク
ラ
ン
の
活
動
の
中
か
ら
、
特
に
重
要
視

史
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さ
れ
た
慈
善
、
教
育
、
法
の
執
行
、
政
治
参
加
の
四
つ
の
領
域
を

取
り
上
げ
て
、
組
織
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
い
か
に
実
践
さ
れ
た
の

か
を
検
討
し
た
い
。

第
一
に
、
第
二
次
ク
ラ
ン
を
特
徴
付
け
る
活
動
と
し
て
隣
人
へ

の
慈
善
行
為
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
再
生
は
最
も
身
近
な
と

こ
ろ
か
ら
開
始
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
ク
ラ
ン
は
市

民
の
心
に
中
に
慈
善
の
精
神
を
甦
え
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

第
二
次
ク
ラ
ン
は
自
ら
を
「
友
愛
・
慈
善
団
体
」
と
位
置
づ
け
、

「
自
己
の
た
め
で
な
く
、
他
者
の
た
め
に
」
を
組
織
の
モ
ッ
ト
ー

に
し
て
い
た
（
２１
）
。
良
き
市
民
は
困
っ
て
い
る
隣
人
を
決
し
て
見
捨
て

た
り
は
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ク
ー
リ
ア
』
誌

に
よ
る
と
、
現
代
ア
メ
リ
カ
人
は
「
快
楽
の
追
求
に
狂
奔
す
る
利

己
主
義
者
」
と
な
り
、
他
者
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
完
全
に
失
っ

て
し
ま
っ
て
い
た
（
２２
）
。
そ
の
よ
う
な
「
名
ば
か
り
の
市
民
」
を
治
療

す
る
の
が
ク
ラ
ン
の
役
目
で
あ
っ
た
。
地
域
社
会
に
「
奉
仕
」
す

る
こ
と
こ
そ
が
良
き
市
民
の
義
務
で
あ
り
、
慈
善
団
体
ク
ラ
ン
に

と
っ
て
の
唯
一
の
存
在
意
義
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ン
ズ
マ

ン
で
あ
る
こ
と
の
最
高
の
名
誉
は
「
他
者
へ
の
奉
仕
」
で
あ
り
、

彼
の
模
範
は
私
心
な
き
奉
仕
と
犠
牲
の
体
現
者
ジ
ー
ザ
ス
・
ク
ラ

イ
ス
ト
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
２３
）
。

一
九
二
一
年
十
月
に
開
か
れ
た
連
邦
下
院
の
公
聴
会
で
イ
ン
ペ

リ
ア
ル
・
ウ
ィ
ザ
ー
ド
の
シ
モ
ン
ズ
は
、
彼
の
組
織
が
行
っ
て
い

る
「
数
々
の
効
果
的
な
慈
善
」
に
言
及
し
て
い
る
（
２４
）
。
そ
れ
が
単
な

る
誇
張
や
作
り
話
で
な
い
こ
と
は
、
組
織
の
定
期
刊
行
物
や
地
域

の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
慈
善
活
動
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

一
年
を
通
し
て
、
ク
ラ
ン
は
恵
ま
れ
な
い
人
々
に
現
金
、
食
料
、

石
炭
、
玩
具
、
書
籍
な
ど
を
頻
繁
に
寄
付
し
て
い
る
。
テ
キ
サ
ス

州
エ
ル
・
リ
ノ
で
は
、
洗
濯
婦
を
し
な
が
ら
小
さ
な
子
供
を
育
て

て
い
る
寡
婦
に
電
気
洗
濯
機
を
贈
り
、
同
州
テ
ン
プ
ル
で
は
人
手

の
足
り
な
い
寡
婦
の
た
め
に
綿
花
の
摘
み
取
り
を
志
願
し
、
ミ
ズ

ー
リ
州
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ゼ
フ
で
は
孤
児
院
の
子
供
た
ち
を
遊
園
地

に
招
待
し
た
。
な
か
に
は
、
団
員
か
ら
寄
付
を
募
っ
て
病
院
や
孤

児
院
の
建
設
を
企
画
す
る
ク
ラ
ン
も
い
た
。
実
際
、
テ
キ
サ
ス
州

ダ
ラ
ス
支
部
は
孤
児
の
た
め
の
施
設
「
ホ
ー
プ
・
コ
テ
ー
ジ
」
を

完
成
さ
せ
て
い
る
。
イ
リ
ノ
イ
州
ジ
ョ
リ
エ
ッ
ト
支
部
は
感
謝
祭

に
孤
児
院
と
養
老
院
を
慰
問
し
た
こ
と
に
触
れ
、「
真
の
ク
ラ
ン

ズ
メ
ン
が
持
つ
べ
き
『
自
己
の
た
め
で
な
く
、
他
者
の
た
め
に
』

と
い
う
モ
ッ
ト
ー
を
ほ
と
ん
ど
全
て
の
団
員
が
信
じ
、
実
践
し
て

い
る
の
を
見
る
こ
と
は
実
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
」
と
報
告
し
て

い
る
（
２５
）
。
そ
の
ほ
か
、
地
元
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
赤
十
字
、

救
貧
軍
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
、
在
郷
軍
人
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
に
寄
付
を
行
う
な
ど
、
ク
ラ
ン
は
良
き
市
民
の
模
範
と
し
て
活

シ
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躍
し
た
。
そ
の
よ
う
な
慈
善
活
動
に
は
成
人
男
女
の
ク
ラ
ン
だ
け

で
な
く
、
未
来
の
良
き
市
民
を
目
指
す
ジ
ュ
ニ
ア
・
ク
ラ
ン
も
動

員
さ
れ
た
。『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ク
ー
リ
ア
』
誌
は
一
九
二
四
年
十

一
月
号
で
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。「
ジ
ュ
ニ
ア
の
み
な

さ
ん
、
感
謝
祭
に
向
け
て
準
備
を
し
ま
し
ょ
う
…
…
ジ
ュ
ニ
ア
・

ク
ラ
ン
ズ
マ
ン
な
ら
気
前
よ
く
不
幸
な
境
遇
に
い
る
人
に
贈
り
物

を
す
る
も
の
で
す
…
…
さ
あ
、
多
く
の
人
々
に
最
大
の
幸
福
を
届

け
ら
れ
る
よ
う
な
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
（
２６
）
」。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
ク
ラ
ン
の
慈
善
は
人
種
、
国

籍
、
宗
教
を
問
わ
な
い
と
い
う
建
前
の
下
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が

援
助
を
受
け
た
例
も
少
な
く
な
い
。
フ
ロ
リ
ダ
州
パ
ー
ム
・
ビ
ー

チ
で
は
、
火
災
で
家
を
失
っ
た
黒
人
世
帯
を
救
済
す
る
た
め
に
百

ド
ル
を
寄
付
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
は
、
ペ

ン
キ
屋
の
格
好
を
し
た
三
十
五
人
の
団
員
（
マ
ス
ク
な
し
）
が
外

装
の
痛
ん
だ
黒
人
教
会
を
塗
装
し
た
。
ク
ラ
ン
は
そ
れ
ら
の
慈
善

を
地
域
社
会
へ
の
純
粋
な
奉
仕
と
み
な
し
た
が
、
寄
付
が
そ
の
場

で
受
け
取
り
を
拒
否
さ
れ
た
り
、
後
日
返
却
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
と
い
う
（
２７
）
。

ク
ラ
ン
の
慈
善
は
私
心
の
な
い
匿
名
行
為
で
あ
り
、「
汝
の
右

手
の
な
す
こ
と
を
左
手
に
知
ら
せ
る
な
」
と
い
う
聖
書
の
教
え
を

忠
実
に
実
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
『
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
』
誌
は
伝

え
て
い
る
（
２８
）
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
事
実
に
反
す
る
。

行
動
に
よ
っ
て
人
々
に
市
民
の
義
務
を
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
ク

ラ
ン
の
目
的
で
あ
る
以
上
、
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
匿
名
慈
善
で
は

意
味
が
な
い
。
テ
キ
サ
ス
州
テ
レ
ル
に
住
む
寡
婦
は
、
二
十
五
ド

ル
の
現
金
と
食
料
品
の
傍
に
次
の
よ
う
な
メ
モ
を
発
見
し
た
。

「
あ
な
た
の
隣
人
は
ク
ラ
ン
ズ
メ
ン
で
す
…
…
あ
な
た
が
一
言
い

え
ば
我
々
は
い
つ
で
も
す
ぐ
に
飛
ん
で
い
け
る
準
備
が
で
き
て
い

ま
す
」。
ま
た
、
あ
る
支
部
が
寄
付
し
た
聖
書
と
賛
美
歌
集
す
べ

て
の
裏
表
紙
に
は
、「
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
の
寄
贈
。

持
ち
去
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
た
（
２９
）
。

な
か
で
も
、
結
社
の
慈
善
を
最
も
象
徴
し
て
い
た
の
が
教
会
訪

問
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
擁
護
者
を
自
認
す
る
ク

ラ
ン
は
、
地
域
の
教
会
を
活
気
づ
け
る
た
め
に
礼
拝
や
日
曜
学
校

へ
の
出
席
を
呼
び
か
け
る
一
方
で
、
し
ば
し
ば
教
会
を
訪
れ
て
牧

師
に
寄
付
を
行
っ
た
（
３０
）
。
大
抵
は
、
日
曜
の
礼
拝
の
最
中
に
、
突
然

教
会
の
扉
が
開
き
、
白
装
束
の
男
た
ち
が
現
れ
て
牧
師
の
い
る
説

教
壇
ま
で
無
言
で
行
進
す
る
。
周
囲
が
唖
然
と
し
て
見
つ
め
る
中
、

男
た
ち
は
牧
師
を
賞
賛
す
る
内
容
の
メ
モ
を
読
み
上
げ
、
現
金
の

入
っ
た
封
筒
を
手
渡
し
、
再
び
無
言
で
退
場
す
る
。
平
静
を
取
り

戻
し
た
牧
師
は
ク
ラ
ン
の
善
意
に
感
謝
し
、
会
衆
は
拍
手
で
そ
れ

に
応
え
る
。
こ
の
よ
う
な
訪
問
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
教
会
側
の

史
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事
前
の
了
承
を
得
て
行
わ
れ
、
入
団
の
儀
式
や
パ
レ
ー
ド
と
同
様

に
、
ク
ラ
ン
が
自
ら
の
存
在
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
知
ら
せ
る
た

め
に
用
い
た
手
段
で
あ
る
。
時
に
は
新
聞
記
者
を
同
席
さ
せ
る
周

到
さ
も
あ
り
、
宣
伝
行
為
的
な
性
格
が
強
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

キ
ャ
ス
リ
ン
・
ブ
リ
ー
の
よ
う
に
、「
こ
れ
見
よ
が
し
の
慈
善
活

動
は
…
…
ク
ラ
ン
の
暴
力
か
ら
世
間
の
注
意
を
逸
ら
そ
う
と
い
う

目
論
見
で
行
わ
れ
た
」
と
切
り
捨
て
る
研
究
者
も
い
る
（
３１
）
。

し
か
し
、
ク
ラ
ン
に
と
っ
て
、
人
々
を
公
共
の
精
神
に
目
覚
め

さ
せ
る
こ
と
が
慈
善
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
常
に

劇
場
的
で
「
こ
れ
見
よ
が
し
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

第
二
に
、
第
二
次
ク
ラ
ン
は
公
教
育
の
改
善
に
取
り
組
ん
だ
。

ク
ラ
ン
の
定
期
刊
行
物
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
し
ば
し
ば
公
立
学

校
教
育
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
充
実
に
協
力
す
る
こ

と
が
良
き
合
衆
国
市
民
の
義
務
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
ク
ラ
ン
に

よ
れ
ば
、
公
立
学
校
は
「
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
真
の
礎
」
で
あ

り
「
将
来
の
良
き
市
民
を
訓
練
す
る
場
所
」
で
あ
っ
た
（
３２
）
。
そ
こ
は
、

豊
か
な
家
庭
の
子
と
貧
し
い
家
庭
の
子
、
ア
メ
リ
カ
人
の
子
と
移

民
の
子
が
交
わ
り
、
と
も
に
合
衆
国
の
理
念
を
学
び
人
格
形
成
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
場
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
物
質
主

義
に
毒
さ
れ
た
現
代
ア
メ
リ
カ
人
は
公
立
学
校
制
度
の
も
つ
そ
の

よ
う
な
意
義
を
見
失
い
、
自
分
の
娯
楽
に
は
湯
水
の
よ
う
に
お
金

を
使
う
一
方
で
、
公
教
育
の
た
め
に
は
僅
か
な
金
額
さ
え
も
出
し

惜
し
む
。「
私
た
ち
は
、
教
育
に
使
う
金
額
の
二
十
二
倍
を
映
画
、

た
ば
こ
、
ダ
ン
ス
、
化
粧
、
ド
ラ
イ
ブ
、
そ
の
他
の
娯
楽
に
費
や

し
て
い
る
」
と
『
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
』
誌
は
指
摘
す
る
（
３３
）
。
そ
の
結
果

が
公
立
学
校
の
置
か
れ
た
惨
め
な
状
況
で
あ
る
。
資
金
不
足
で
校

舎
の
拡
張
を
行
え
な
い
都
市
の
学
校
で
は
生
徒
が
教
室
か
ら
溢
れ
、

農
村
で
は
依
然
と
し
て
一
人
の
教
師
が
一
つ
の
教
室
で
全
学
年
の

生
徒
を
教
え
て
い
た
。
特
に
農
村
学
校
の
衛
生
設
備
は
危
険
な
ほ

ど
不
十
分
で
あ
り
、
教
師
の
大
半
は
高
等
教
育
を
受
け
て
い
な
か

っ
た
。『
イ
リ
ノ
イ
・
フ
ィ
ア
リ
ー
・
ク
ロ
ス
』
誌
は
公
立
学
校

教
師
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。「
全
体
と
し
て

み
る
と
、
私
た
ち
の
学
校
で
は
、
教
師
と
い
う
職
業
に
就
く
資
格

の
な
い
人
々
が
教
え
て
い
る
。
彼
ら
が
生
徒
を
十
分
に
教
育
で
き

な
い
の
は
、
あ
ま
り
に
も
無
知
だ
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
が
採
用
さ

れ
る
の
は
、
有
能
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
安
い
賃
金
で
働
く
か
ら

で
あ
る
（
３４
）
」。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
徴

兵
さ
れ
た
若
者
の
四
分
の
一
が
「
文
盲
」
と
判
断
さ
れ
た
の
も
不

思
議
は
な
い
、
と
ク
ラ
ン
は
考
え
た
。

合
衆
国
を
文
盲
の
国
か
ら
世
界
で
最
も
教
育
水
準
の
高
い
国
に

す
る
こ
と
が
ク
ラ
ン
の
目
標
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
依
然

シ
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ッ
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・
ク
ラ
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と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
児
童
労
働
を
根
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
』
誌
は
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。「
な
ぜ
子
ど

も
た
ち
を
守
る
法
律
が
な
い
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
世
界
を
民

主
主
義
に
と
っ
て
安
全
な
と
こ
ろ
に
す
る
と
い
う
話
を
た
く
さ
ん

耳
に
し
た
。
し
か
し
、
世
界
を
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
安
全
な
と

こ
ろ
に
す
る
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
…
…
子
ど
も
た
ち
を
低
賃

金
の
作
業
場
や
工
場
か
ら
解
放
し
て
公
立
学
校
で
学
ば
せ
よ
う
（
３５
）
」。

児
童
労
働
禁
止
法
を
要
求
す
る
一
方
で
、
ク
ラ
ン
は
連
邦
教
育
省

を
創
設
す
る
た
め
の
法
案
を
支
持
し
、
農
村
の
教
育
水
準
向
上
を

目
指
す
学
校
統
合
運
動
に
参
加
し
た
。
レ
ナ
ー
ド
・
ム
ー
ア
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ン
の
教
育
へ
の
取
り
組
み
は
、
ア
メ
リ

カ
の
教
育
制
度
を
近
代
化
し
よ
う
と
し
た
同
時
代
の
改
革
運
動
と

一
致
し
て
い
た
（
３６
）
。

し
か
し
、
民
主
主
義
と
同
様
、
公
教
育
の
改
革
も
草
の
根
か
ら

開
始
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
教
育
の
良
し
悪
し
は
、
地
域
社
会

の
関
心
と
能
力
の
程
度
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
『
ク
ラ
ン
・
ク
ー

リ
ア
』
誌
は
断
言
し
て
い
る
（
３７
）
。
と
こ
ろ
が
、
世
の
父
親
の
多
く
は

自
分
の
仕
事
に
は
相
当
な
時
間
を
割
く
一
方
で
、
息
子
や
娘
の
将

来
を
決
定
す
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
関
心
を
持
て
な
い
で
い
る
と

『
ド
ー
ン
』
誌
は
指
摘
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
教
育
再
生
に
は
市
民

一
人
ひ
と
り
の
意
識
改
革
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
ま

ず
ク
ラ
ン
の
団
員
が
地
元
の
学
校
支
援
の
た
め
に
十
分
な
時
間
と

お
金
を
割
い
て
模
範
を
示
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
ク
ラ
ン
ズ
マ
ン

な
ら
ば
、
子
ど
も
の
通
っ
て
い
る
学
校
が
清
潔
で
暖
か
く
安
全
で

あ
る
か
、
教
科
書
は
適
切
で
あ
る
か
、
授
業
が
賢
く
計
画
さ
れ
実

行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

設
備
の
拡
張
が
必
要
な
場
合
に
は
、
学
校
債
を
購
入
す
る
な
ど
し

て
そ
の
資
金
調
達
に
積
極
的
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。
公
教
育
の

充
実
に
貢
献
す
る
こ
と
は
、
次
の
世
代
、
地
域
社
会
、
そ
し
て
合

衆
国
の
利
益
の
た
め
に
市
民
が
果
た
す
べ
き
責
務
で
あ
り
、
ク
ラ

ン
の
団
員
は
市
民
の
模
範
と
し
て
そ
の
責
務
の
遂
行
を
期
待
さ
れ

た
の
で
あ
る
（
３８
）
。

第
三
に
、
第
二
次
ク
ラ
ン
は
法
の
厳
正
な
執
行
を
要
求
し
た
。

法
を
遵
守
す
る
こ
と
は
合
衆
国
市
民
と
し
て
の
当
然
の
義
務
で
あ

る
。
し
か
し
、
良
き
市
民
は
法
の
執
行
に
も
協
力
、
参
加
す
べ
き

で
あ
る
と
ク
ラ
ン
は
主
張
し
た
。
結
社
に
入
団
を
希
望
す
る
者
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
使
っ

て
」
警
察
に
協
力
す
る
こ
と
を
誓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
３９
）
。

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
民
主
主
義
社
会
で
は
、
法
が
執
行
さ
れ
る
か

否
か
は
世
論
次
第
で
あ
り
、
警
察
の
職
務
遂
行
は
市
民
の
法
に
対

す
る
態
度
を
反
映
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
執
行
が
厳
正
に
行

わ
れ
な
い
場
合
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
は
警
察
で
は
な
く
市
民
自
身

史
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で
あ
る
。
合
衆
国
が
世
界
で
最
も
無
法
な
国
で
あ
る
の
は
、
市
民

が
自
ら
の
義
務
に
目
覚
め
て
い
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ク

ラ
ン
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
ゆ
え
に
、
ク
ラ
ン
の
団
員
は
行

動
に
よ
っ
て
模
範
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
法
の
執
行
に
好

意
的
な
世
論
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
全
て
の

法
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
調
査
し
て
違
法
行
為
を
当
局
に
通

報
し
、
必
要
な
場
合
に
は
志
願
し
て
臨
時
補
佐
と
な
り
警
察
活
動

に
参
加
す
る
こ
と
が
彼
ら
の
責
務
で
あ
っ
た
（
４０
）
。

市
民
警
察
官
と
し
て
、
ク
ラ
ン
は
様
々
な
法
の
執
行
に
協
力
し

た
。
例
え
ば
、
ア
イ
オ
ワ
州
デ
モ
イ
ン
で
は
、「
止
ま
り
な
さ

い
！
速
度
超
過
は
法
律
違
反
で
す
。
良
き
市
民
は
法
を
守
り
ま
す
。

ナ
イ
ツ
・
オ
ブ
・
ザ
・
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
」
と
書
か

れ
た
巨
大
看
板
が
市
内
各
所
に
登
場
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
の
注

意
を
喚
起
し
た
。
フ
ロ
リ
ダ
州
レ
イ
ク
ラ
ン
ド
で
は
自
動
車
泥
棒

の
捜
査
費
用
と
し
て
百
二
十
五
ド
ル
、
テ
ネ
シ
ー
州
ク
リ
ー
ブ
ラ

ン
ド
で
は
殺
人
犯
の
逮
捕
と
起
訴
に
五
百
ド
ル
の
懸
賞
金
が
地
元

の
ク
ラ
ン
か
ら
当
局
に
提
供
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
ク
ラ
ン
は
密

猟
者
や
麻
薬
密
売
人
の
逮
捕
、
誘
拐
事
件
の
解
決
な
ど
で
警
察
に

協
力
し
た
（
４１
）
。

な
か
で
も
、
ク
ラ
ン
の
法
執
行
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

酒
の
密
造
・
密
売
業
者
の
摘
発
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
か
ら
施
行

さ
れ
た
禁
酒
法
（
同
時
に
合
衆
国
憲
法
修
正
第
十
八
条
）
は
、
酒

（
酒
場
）
の
根
絶
を
通
し
て
社
会
改
革
を
志
す
市
民
が
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
を
拠
点
に
草
の
根
運
動
を
展
開
し
て
成
立
さ
せ
た
連

邦
法
で
あ
る
（
４２
）
。
し
か
し
、
個
人
の
嗜
好
に
介
入
す
る
禁
酒
法
は
国

民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
連
邦
政
府
に
よ
る
執

行
も
不
徹
底
で
あ
っ
た
た
め
、
成
立
直
後
か
ら
各
地
で
酒
の
密

造
・
密
売
業
者
が
暗
躍
し
た
。
も
ぐ
り
酒
場
は
シ
カ
ゴ
な
ど
の
大

都
市
だ
け
で
な
く
、
小
都
市
や
農
村
地
域
に
も
現
れ
、
禁
酒
法
お

よ
び
そ
の
執
行
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
住
民
同
士
が
対
立
し
た
。
ほ

と
ん
ど
の
地
域
で
、
ク
ラ
ン
は
禁
酒
法
支
持
派
の
代
弁
者
と
な
っ

た
が
、
必
ず
し
も
結
社
の
団
員
す
べ
て
が
熱
狂
的
な
禁
酒
論
者
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
４３
）
。
ク
ラ
ン
の
考
え
で
は
、
た
と
え
禁
酒
法
が

良
い
法
律
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
国
の
法
律
で
あ
り
憲
法
の

一
部
で
あ
る
間
は
、
全
て
の
市
民
に
そ
れ
を
守
る
義
務
が
あ
る
の

で
あ
っ
た
（
４４
）
。

全
米
各
地
で
、
州
検
事
や
保
安
官
、
市
長
や
警
察
署
長
の
も
と

に
は
ク
ラ
ン
か
ら
の
調
査
報
告
と
協
力
を
志
願
す
る
宣
言
書
が
届

い
た
。
あ
る
ク
ラ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
は
昼
夜
を
問
わ
ず
三
分
で
団
員

を
動
員
で
き
る
と
豪
語
し
、
別
の
支
部
は
「
千
人
が
正
義
の
た
め

に
い
つ
で
も
身
を
捧
げ
る
準
備
が
出
来
て
い
る
」
と
宣
言
し
た
（
４５
）
。

も
ち
ろ
ん
、
即
時
行
動
を
掲
げ
る
結
社
が
単
な
る
宣
言
に
終
始
す
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る
は
ず
は
な
く
、
ク
ラ
ン
に
よ
る
禁
酒
法
執
行
の
事
例
は
枚
挙
に

暇
が
な
い
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ア
ナ
ハ
イ
ム
で
は
、
ク
ラ
ン
と

反
酒
場
連
盟
が
参
加
し
た
一
斉
摘
発
で
大
量
の
違
法
酒
が
押
収
さ

れ
、
イ
リ
ノ
イ
州
イ
ー
ス
ト
・
セ
ン
ト
ル
イ
ス
で
は
、
私
立
探
偵

を
雇
っ
た
ク
ラ
ン
が
も
ぐ
り
酒
場
を
急
襲
し
、
地
元
の
連
邦
検
事

局
と
連
携
し
て
二
百
七
十
七
の
営
業
差
し
止
め
命
令
を
得
る
こ
と

に
成
功
し
た
。
さ
ら
に
、「
反
馬
泥
棒
組
合
」
と
い
う
十
九
世
紀

の
合
法
的
自
警
団
組
織
が
ク
ラ
ン
の
手
に
よ
っ
て
復
活
し
、
禁
酒

法
違
反
者
の
摘
発
に
利
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
（
４６
）
。

公
式
に
は
、
ク
ラ
ン
は
自
ら
を
法
の
執
行
を
行
う
自
警
団
と
は

定
義
し
て
い
な
い
。『
ク
ラ
ン
ズ
マ
ン
ズ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
に
よ

る
と
、
法
の
執
行
は
「
正
当
な
権
限
を
持
つ
官
吏
」
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
秘
密
結
社
の
仕
事
は
あ
く
ま
で
も
彼
ら
へ

の
「
援
助
」
で
あ
っ
た
（
４７
）
。
し
か
し
、「
あ
ら
ゆ
る
時
に
、
あ
ら
ゆ

る
場
所
で
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
使
っ
て
」
法
の
執
行
に
協
力
す
る

こ
と
を
誓
っ
た
団
員
に
と
っ
て
、
合
法
と
非
合
法
の
境
界
線
は
し

ば
し
ば
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
違
法
行
為
の
情
報
を

得
る
た
め
に
町
中
に
ス
パ
イ
網
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
市
民
の
電
話

を
盗
聴
し
た
地
方
支
部
も
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な

法
を
逸
脱
し
た
活
動
も
、
結
社
の
思
想
で
は
「
全
て
の
良
き
市
民

が
持
つ
べ
き
覚
醒
し
た
考
え
を
適
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て

正
当
化
さ
れ
た
（
４８
）
。
ま
た
、
禁
酒
法
の
執
行
に
お
い
て
も
、
地
元
当

局
の
賛
同
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
法
を
無
視
し
た
「
直
接
行

動
」
に
訴
え
る
例
が
多
か
っ
た
。
イ
リ
ノ
イ
州
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン

郡
で
は
、
完
全
に
自
警
団
化
し
た
ク
ラ
ン
が
酒
の
密
売
を
生
業
と

す
る
ギ
ャ
ン
グ
と
武
力
衝
突
し
て
十
九
人
の
死
者
を
出
す
悲
劇
を

も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
同
郡
の
ク
ラ
ン
新
聞
に
よ
る
と
、
保
安

官
な
ど
の
「
正
当
な
権
限
を
持
つ
官
吏
」
は
単
な
る
国
家
の
代
理

人
で
あ
り
、
人
々
自
身
が
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
究
極
的

に
は
法
を
執
行
す
る
正
当
な
権
限
は
人
々
の
手
中
に
あ
っ
た
（
４９
）
。
法

の
番
人
を
自
称
す
る
組
織
が
無
法
を
排
除
す
る
た
め
に
自
ら
法
を

破
り
、
そ
れ
を
人
々
の
権
利
、
さ
ら
に
は
市
民
の
義
務
と
し
て
正

当
化
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
自
警
団
主
義
（
ヴ
ィ
ジ
ラ
ン
テ
ィ

ズ
ム
）
の
論
理
で
あ
る
（
５０
）
。
法
の
執
行
へ
の
協
力
が
良
き
市
民
の
務

め
で
あ
る
と
い
う
ク
ラ
ン
の
教
え
は
、
地
域
の
事
情
に
よ
っ
て
し

ば
し
ば
ア
メ
リ
カ
伝
統
の
自
警
団
思
想
へ
と
転
化
さ
れ
、
結
果
的

に
、
団
員
に
よ
る
法
を
逸
脱
し
た
活
動
を
助
長
し
た
と
言
え
る
。

第
四
に
、
第
二
次
ク
ラ
ン
は
市
民
の
積
極
的
な
政
治
参
加
を
促

進
し
よ
う
と
し
た
。
組
織
の
指
導
者
た
ち
は
ク
ラ
ン
が
政
治
的
利

害
を
持
つ
組
織
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で

も
特
定
の
政
党
に
は
与
し
な
い
と
い
う
宣
言
で
あ
り
、
政
治
過
程

に
全
く
関
与
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
（
５１
）
。
実
際
、
ク
ラ

史

学
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ン
は
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
様
々
な
選
挙
に
参
加
し
、
そ
の
政
治
的
野

心
の
高
さ
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
移
民
規
制
、
教
育

改
革
、
禁
酒
法
の
執
行
な
ど
、
組
織
の
掲
げ
る
目
標
の
大
半
が
政

治
的
勝
利
を
通
し
て
の
み
達
成
し
う
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ

も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
見
え
ざ
る
帝
国
」
の
秘
密
結

社
が
、
各
地
で
集
会
や
パ
レ
ー
ド
を
含
む
あ
か
ら
さ
ま
な
選
挙
活

動
を
行
っ
た
理
由
は
他
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
慈
善
や
法
の
執

行
の
場
合
と
同
様
、
行
動
に
よ
っ
て
模
範
を
示
し
、
人
々
を
共
和

国
市
民
と
し
て
の
義
務
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ク
ラ
ン
が
と
り
わ
け
問
題
視
し
、
定
期
刊
行
物
や
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
中
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
が
人
々
の
政
治
的
無
関

心
で
あ
る
。
ク
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
「
名
ば
か
り

の
市
民
た
ち
」
は
絶
え
ず
不
満
を
口
に
し
、
良
い
政
治
、
良
い
法

律
、
良
い
経
済
を
要
求
す
る
が
、
彼
ら
自
身
は
代
表
制
民
主
主
義

を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
の
義
務
さ
え
も
果
た
さ
な

い
（
５２
）。
一
九
二
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
有
権
者
の
半
数
以
上
が
棄
権

し
た
こ
と
が
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
ク
ラ
ン
の
使
命
は
、
そ
の

よ
う
な
ア
メ
リ
カ
人
に
参
政
権
の
意
味
を
再
認
識
さ
せ
、
彼
ら
を

全
て
の
選
挙
日
に
投
票
所
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

民
主
政
治
が
衆
愚
政
治
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
市
民
一
人
ひ

と
り
が
知
的
に
独
立
し
て
、
常
に
賢
明
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
無
知
な
有
権
者
は
デ
マ
ゴ
ー
グ
の
操
り
人
形
に
な
り

や
す
く
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
害
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ク
ラ
ン
は
人
々
に
「
正
し
い
情
報
」
を
与
え
、
合
衆
国
に
相
応
し

い
有
権
者
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、

ク
ラ
ン
の
団
員
が
政
治
状
況
を
把
握
し
、
選
挙
の
争
点
お
よ
び
候

補
者
す
べ
て
に
つ
い
て
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

良
き
市
民
の
手
本
で
あ
る
団
員
が
情
報
を
持
た
ず
に
無
責
任
な
投

票
を
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
ク
ラ
ン
ズ
マ
ン
で
あ

る
な
ら
、
誰
に
も
助
言
を
求
め
ず
自
分
で
調
査
を
し
、
判
断
し
、

投
票
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
彼
ら
の
多
く
も
入

団
以
前
は
も
の
ぐ
さ
で
無
関
心
な
「
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
市
民
」
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
結
社
の
最
初
の
仕
事
は
、
各
団
員
に
対

し
て
「
争
点
と
候
補
者
に
関
す
る
細
か
く
具
体
的
な
情
報
」
を
与

え
、
彼
ら
が
独
自
に
意
見
を
ま
と
め
る
手
助
け
を
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
（
５３
）
。

ク
ラ
ン
は
そ
の
よ
う
な
情
報
提
供
を
飽
く
ま
で
も
教
育
の
一
環

と
位
置
づ
け
、
団
員
の
票
を
操
作
す
る
意
図
は
な
い
と
主
張
し
た
（
５４
）
。

し
か
し
、
実
際
に
は
個
々
の
団
員
が
与
え
ら
れ
た
情
報
を
基
に
自

由
な
選
択
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
選
挙
で
は
ク
ラ
ン
と
し
て
の
組

織
票
が
投
ぜ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
投
票
日
が
近
づ
く
と
、

各
支
部
は
集
会
を
開
い
て
公
認
候
補
を
選
び
、
全
員
が
一
致
し
て

シ
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そ
の
候
補
に
投
票
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
。
時
に
は
、
全
支
部
に

公
認
候
補
者
名
簿
を
提
出
さ
せ
、
選
択
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か

を
州
組
織
が
審
議
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
（
５５
）
。
絶
え
ず
共
和
国
市
民

の
「
独
立
」
を
説
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
移
民
集
団
の
組
織
投

票
を
非
難
す
る
ク
ラ
ン
も
、
選
挙
で
の
勝
利
と
い
う
現
実
を
前
に

す
れ
ば
、
単
な
る
利
益
団
体
化
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
ク
ラ
ン
は
組
織
の
政
治
的
利
害
を
追
求
し
な
が
ら
も
、

市
民
を
覚
醒
さ
せ
る
と
い
う
使
命
を
重
要
視
し
た
。
団
員
た
ち
は

市
民
を
啓
発
す
る
た
め
に
街
に
出
て
、
選
挙
の
争
点
と
候
補
者
に

関
す
る
情
報
を
印
刷
し
た
ビ
ラ
を
各
戸
に
配
布
し
た
。
そ
し
て
、

共
和
党
員
や
民
主
党
員
と
し
て
で
は
な
く
、
独
立
し
た
市
民
と
し

て
最
善
と
判
断
し
た
候
補
に
投
票
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
そ

の
ほ
か
に
も
、
選
挙
当
日
に
は
投
票
を
促
す
た
め
に
有
権
者
を
投

票
所
ま
で
送
迎
し
た
り
、
小
さ
な
子
ど
も
を
抱
え
る
母
親
に
子
守

を
志
願
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
（
５６
）
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
活
動
が

組
織
の
公
認
候
補
を
当
選
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ク
ラ
ン
は
、
自
ら
の
関
与
し
た
選
挙
で

し
ば
し
ば
高
い
投
票
率
（
時
に
は
そ
の
地
域
で
の
史
上
最
高
投
票

率
）
が
記
録
さ
れ
た
事
実
を
指
摘
し
て
、
結
社
の
啓
発
活
動
が
成

果
を
挙
げ
て
い
る
と
自
負
し
た
。
実
際
に
は
、
ク
ラ
ン
の
政
治
介

入
あ
る
い
は
そ
の
存
在
自
体
が
選
挙
の
争
点
に
な
る
こ
と
も
多
く
、

必
ず
し
も
ク
ラ
ン
の
呼
び
か
け
が
市
民
を
覚
醒
さ
せ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、『
イ
ン
ペ
リ
ア

ル
・
ナ
イ
ト
ホ
ー
ク
』
誌
は
「
ク
ラ
ン
が
争
点
に
な
っ
た
こ
と
の

良
い
結
果
は
、
高
い
投
票
率
が
得
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、

「
改
革
者
」
と
し
て
の
結
社
の
存
在
意
義
を
強
調
し
た
（
５７
）
。

市
民
の
義
務
は
投
票
す
る
こ
と
で
は
終
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

覚
醒
し
た
「
百
パ
ー
セ
ン
ト
市
民
」
は
選
挙
後
も
政
治
的
関
心
を

維
持
し
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
市
議
会
、
郡
評
議
会
、
教
育
委
員

会
に
足
を
運
ん
で
人
々
の
声
を
伝
え
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
請
願
書

を
作
成
し
、
署
名
を
集
め
、
提
出
す
る
。
さ
ら
に
は
、
選
出
さ
れ

た
代
表
者
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
厳
し
く
監
視
し
、
怠
慢
な
議
員
や

委
員
、
官
吏
に
警
告
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
時
間
が
許
す
な
ら
ば
、

自
ら
志
願
し
て
公
職
に
就
く
（
５８
）
。
ク
ラ
ン
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
「
本

当
の
市
民
」
が
な
す
べ
き
「
奉
仕
」
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
た
。

ク
ラ
ン
の
団
員
は
皆
、
公
職
へ
の
潜
在
的
な
候
補
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
、
各
選
挙
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
促
さ
れ
た
。
実
際
、
結
社

の
公
認
候
補
者
名
簿
に
は
、
地
域
の
問
題
に
精
通
し
て
い
る
人
物

の
ほ
か
に
、
そ
れ
ま
で
一
度
も
選
挙
に
出
馬
し
た
こ
と
の
な
い
政

治
的
未
経
験
者
が
加
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
選
後
に
は
、
秘

密
結
社
の
一
員
で
は
な
く
「
愛
国
的
な
ア
メ
リ
カ
市
民
」
と
し
て

職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（
５９
）
。
現
実
に
は
、
そ
の
よ
う

史
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な
教
え
を
忠
実
に
実
行
で
き
る
者
は
少
な
く
、
縁
故
に
よ
る
任
命

な
ど
組
織
の
利
害
が
優
先
さ
れ
た
が
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
地
域

行
政
に
参
加
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
団
員
た
ち
の
積
極
的
な
活
動

に
よ
っ
て
十
分
に
示
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

三

シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
思
想
と
活
動
は
、
様
々
な
顔

を
持
つ
第
二
次
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
の
一
側
面
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
社
の
人
種
的
、
宗
教
的
な
排
外

主
義
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
ク
ラ
ン
が
必
要
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
ウ
ィ
ザ
ー
ド
の
ハ
イ
ラ

ム
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
は
「
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
人
が
公
共
の
義
務
を

怠
っ
て
い
る
か
ら
」
と
し
た
後
に
、「
第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
思

想
と
生
活
が
外
国
人
と
の
過
度
の
混
合
に
よ
っ
て
邪
道
に
陥
っ
て

い
る
と
い
う
目
前
の
驚
く
べ
き
事
実
が
あ
る
」
か
ら
と
述
べ
て
い

る
（
６０
）。組

織
の
定
期
刊
行
物
は
市
民
の
義
務
を
説
く
と
同
時
に
、
新
移

民
の
脅
威
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
陰
謀
」
に
関
す
る
記
事
を
絶

え
ず
掲
載
し
、
各
地
の
団
員
集
会
で
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
偏

見
を
露
に
し
た
演
説
が
頻
繁
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
ク
ラ
ン

に
よ
る
黒
人
有
権
者
へ
の
脅
迫
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
商
店
、
企
業
の

ボ
イ
コ
ッ
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
教
壇
か
ら
の
追
放
な
ど
が
行

わ
れ
た
事
実
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
ク
ラ
ン
の
思
想

で
は
、
市
民
の
社
会
参
加
を
奨
励
す
る
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ア
ク
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
と
「
非
ア
メ
リ
カ
的
な
」
要
素
を
排
除
す
る
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ク
ラ
ン
が

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
新
移
民
、
有
色
人
種
を
敵
視
し

た
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
ら
の
集
団
を
外
国
勢
力
へ
の
忠
誠
（
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
）、
公
共
精
神
の
欠
如
（
ユ
ダ
ヤ
人
）、
先
天
的
能

力
不
足
（
新
移
民
、
有
色
人
種
）
な
ど
に
よ
っ
て
良
き
ア
メ
リ
カ

市
民
に
な
り
え
な
い
、
と
見
做
し
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
見
健
全
と
思
わ
れ
る
思
想
や
活
動
の
背
後
に
邪
ま

な
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
例

え
ば
、
ク
ラ
ン
が
教
育
改
革
の
一
環
と
し
て
推
進
し
た
全
児
童
の

公
立
学
校
で
の
義
務
教
育
運
動
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
区
学
校
を

非
合
法
化
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
保
護
者

が
児
童
の
教
科
書
を
精
査
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
記
述
か
ら
「
ロ

ー
マ
の
影
響
」
を
削
除
す
る
た
め
で
あ
っ
た
疑
い
が
あ
る
。
禁
酒

法
の
厳
正
執
行
が
移
民
弾
圧
の
意
図
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、

「
厳
密
な
意
味
で
ア
メ
リ
カ
人
と
言
え
な
い
人
々
の
影
響
が
な
け

れ
ば
、
禁
酒
法
の
成
立
に
よ
っ
て
生
じ
た
混
乱
は
取
る
に
足
ら
ぬ

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
『
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
』
誌
の
発
言
か

シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン

一
〇
一
（
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ら
も
想
像
し
う
る
。
ま
た
、
ク
ラ
ン
は
宗
教
を
政
治
か
ら
排
除
す

る
と
主
張
し
て
い
な
が
ら
、
選
挙
前
に
有
権
者
を
「
教
育
」
す
る

目
的
で
配
布
し
た
ビ
ラ
に
は
、
候
補
者
の
宗
教
し
か
印
刷
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
例
も
あ
る
（
６１
）
。

し
か
し
、
慈
善
や
法
の
執
行
、
教
育
改
革
と
い
っ
た
活
動
が
単

な
る
「
偽
装
」
あ
る
い
は
「
宣
伝
策
略
」
で
あ
っ
て
、
ク
ラ
ン
の

「
真
の
目
的
」
は
常
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
迫
害
で
あ
っ
た
と
断

定
す
る
の
も
誤
り
で
あ
る
（
６２
）
。
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

は
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
接
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
自
身
ク
ラ

ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
構
成
す
る
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
二
十
世
紀
ア
メ
リ
カ
社
会
を
「
堕
落
」
へ
の

道
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
は
、「
責
任
あ
る
市
民
」
を
復
活
さ
せ

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
困
窮
し
て
い
る

人
を
助
け
、
腐
敗
政
治
家
を
追
放
し
、
犯
罪
者
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
を
守
り
、
さ
ら
に
は
劣
等
な
人
種
や
政
治
的
過
激
派
の
脅
威

か
ら
国
を
守
る
の
は
政
府
や
裁
判
所
で
は
な
く
、
公
共
の
精
神
に

目
覚
め
た
市
民
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
隣
社
会
の
改

善
か
ら
国
の
移
民
規
制
に
至
る
ま
で
す
べ
て
の
問
題
は
「
責
任
あ

る
市
民
」
の
参
加
な
く
し
て
は
解
決
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え

が
、
ク
ラ
ン
思
想
の
中
核
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
革
新
主
義

運
動
の
基
底
に
あ
っ
た
「
社
会
を
動
か
す
力
を
市
民
の
手
に
取
り

戻
し
て
ア
メ
リ
カ
を
再
生
さ
せ
る
」
と
い
う
考
え
に
通
ず
る
。
レ

ナ
ー
ド
・
ム
ー
ア
が
ク
ラ
ン
を
（
小
文
字
の
）「
ポ
ピ
ュ
リ
ス

ト
」
と
呼
ん
だ
所
以
で
あ
る
（
６３
）
。

お
わ
り
に

第
二
次
ク
ラ
ン
研
究
に
お
け
る
修
正
主
義
派
の
歴
史
家
た
ち
は
、

ク
ラ
ン
が
有
色
人
種
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
迫
害
を
目
的
と
す
る

テ
ロ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
問
題
解
決
を
目
指
す
穏
健

な
市
民
組
織
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
彼
ら
の
描
く
ク

ラ
ン
は
、
組
織
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
地
域
の
事

情
に
敏
感
な
秘
密
結
社
で
あ
る
。
第
二
次
ク
ラ
ン
は
中
央
集
権
的

な
組
織
構
成
を
維
持
し
つ
つ
も
、
実
際
の
活
動
に
関
し
て
は
、
地

方
支
部
に
あ
る
程
度
の
裁
量
権
を
認
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
ウ
ィ
ザ
ー
ド
の
ハ
イ
ラ
ム
・
エ
ヴ
ァ
ン

ス
が
州
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
与
え
た
次
の
よ
う
な
指
示
に
も

表
れ
て
い
る
。「
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
ニ
ー
ズ
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
型
に
は
ま
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
こ
と
な
ど
出
来

ま
せ
ん
。
君
た
ち
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
仕
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
（
６４
）
」。
し
た
が
っ
て
、

ク
ラ
ン
を
理
解
す
る
鍵
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
深
く
調
査
す
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
結
社
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
分
析
す
る
こ
と
で
は

史
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な
い
、
と
修
正
主
義
派
の
歴
史
家
は
主
張
す
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
団
員
た
ち
の
活
動
は
組
織

の
思
想
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
慈
善
や
法
の
執
行
な
ど
各

地
で
見
ら
れ
た
ク
ラ
ン
の
「
市
民
活
動
」
は
、
組
織
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
中
の
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
忠
実
に
実
践

し
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
ク
ラ
ン
が
何
に
で

も
な
り
え
た
結
果
で
は
な
い
。
ク
ラ
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
多

様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
か
ら
、
人
々
が
自
分
た
ち
に
合
っ
た
も
の

を
適
宜
取
捨
選
択
し
て
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ク
ラ

ン
の
活
動
は
全
米
各
地
で
一
様
で
は
な
い
も
の
の
、
際
立
っ
た
地

域
の
独
自
性
は
な
く
、
常
に
組
織
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
枠
内
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
最
も
多

く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
実
行
さ
れ
た
の

は
、
黒
人
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
排
斥
で
は
な
く
、
結
社
の
市
民

思
想
に
基
づ
い
た
慈
善
、
教
育
改
革
、
法
の
執
行
、
政
治
参
加
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
二
〇
年
代
初
め
の
合
衆
国
に
は
、

「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン
」
が
到
る
所
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
（
６５
）
。

第
二
次
ク
ラ
ン
に
と
っ
て
、「
百
パ
ー
セ
ン
ト
・
ア
メ
リ
カ
ニ

ズ
ム
」
は
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
生

ま
れ
の
白
人
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
責
任
あ
る
共
和
国
市
民
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
冒
頭
に
紹

介
し
た
イ
リ
ノ
イ
州
マ
ウ
ン
ト
・
カ
ー
メ
ル
支
部
が
団
員
た
ち
に

身
に
付
け
さ
せ
た
の
は
、
後
者
の
意
味
で
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
っ
た
。
マ
ウ
ン
ト
・
カ
ー
メ
ル
の
あ
る
ウ
ォ
バ
ッ
シ
ュ
郡
で
は
、

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
白
人
が
全
人
口
の
九
十
二
・
九
％
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
宗
派
が
教
会
人
口
の
八
十
二
％
を
占
め
て
い
た
（
６６
）
。
そ
の

よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
は
、
人
種
的
、
宗
教
的
な
ア
メ
リ
カ

ニ
ズ
ム
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
ク
ラ
ン
が
目
指
し
た

の
は
、
積
極
的
な
市
民
活
動
を
通
し
て
地
域
の
人
々
を
公
共
の
精

神
に
溢
れ
た
「
百
パ
ー
セ
ン
ト
市
民
」
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
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1790
�1970

（N
ew

Y
ork

:H
arper

&
R
ow

,
1970

）,chapter
4
;C

halm
ers,

H
ooded

A
m
ericanism

,
chapter

16
;W

ade,
T
he

F
iery

C
ross,

chapter
6
;D

avid
H
.

B
ennett,

T
he

Party
of

F
ear

:F
rom

N
ativist

M
ovem

ents
to

the
N
ew

R
ight

in
A
m
erican

H
istory

（C
hapel

H
ill:U

niver-
sity

of
N
orth

C
arolina

Press,
1988

）,chapter
12

;M
ichael

N
ew

ton,
T
he

Invisible
E
m
pire

:T
he

K
u
K
lux

K
lan

in
F
lor-

ida

（G
ainesville

:U
niversity

Press
of

Florida,
2001

）,chap-
ter

2.

（
６
）
修
正
主
義
派
の
研
究
と
し
て
は
次
が
代
表
的
で
あ
る
。

C
hristopher

N
.
C
ocoltchos,

“T
he

Invisible
G
overnm

ent
and

the
V
iable

C
om

m
unity

:T
he

K
u
K
lux

K
lan

in
O
range

C
ounty,

C
alifornia

during
the

1920’s”

（Ph
.D

.
dissertation,

U
niversity

of
C
alifornia,

Los
A
ngeles,

1979

）;R
obert

A
.

G
oldberg,

H
ooded

E
m
pire

:T
he

K
u
K
lux

K
lan

in
C
olorado

（U
rbana

:U
niversity

of
Illinois

Press,
1981

）;Larry
G
er-

lach
,
B
lazing

C
rosses

in
Zion

:T
he

K
u
K
lux

K
lan

in
U
tah

（Logan
:U

tah
State

U
niversity

Press,
1982

）;Shaw
n
Lay,

W
ar,

R
evolution

and
the

K
u
K
lux

K
lan

:A
Study

of
Intoler-

ance
in

a
B
order

C
ity

（E
l
Paso

:T
exas

W
estern

,
1985

）;
Jenkins,

Steel
V
alley

K
lan

;
Leonard

J.
M
oore

,
C
itizen

K
lansm

en
:
T
he

K
u

K
lux

K
lan

in
Indiana

,
1921

�1928

（C
hapel

H
ill:U

niversity
of

N
orth

C
arolina

Press,
1991

）;
K
athleen

M
.
B
lee,

W
om

en
of

the
K
lan

:R
acism

and
G
en-

der
in

the
1920s

（B
erkeley

:U
niversity

of
C
alifornia

Press,
1991

）;Shaw
n
Lay,

ed.,
T
he

Invisible
E
m
pire

in
the

W
est

:
T
ow

ard
a
N
ew

H
istorical

A
ppraisal

of
the

K
u
K
lux

K
lan

of
the

1920
s

（U
rbana

:U
niversity

of
Illinois

Press,
1992

）;
Shaw

n
Lay,

H
ooded

K
nights

on
the

N
iagara

:T
he

K
u
K
lux

K
lan

in
B
uffalo,

N
ew

Y
ork

（N
ew

Y
ork

:N
ew

Y
ork

U
niver-

sity
Press,1995

）;D
avid

A
.
H
orow

itz,
ed.,

Inside
the

K
lav-

ern
:T

he
Secret

H
istory

of
a

K
u

K
lux

K
lan

of
the

1920
s

（C
arbondale

:Southern
Illinois

U
niversity

Press,
1999

）.

研
究
史
は
、Leonard

J.M
oore,“H

istoricalInterpretations
of

the
1920s

K
lan

:T
he

T
raditional

V
iew

and
R
ecent

R
evi-

sions,”
in

Lay,
ed.,

T
he

Invisible
E
m
pire

in
the

W
est,

17

�

38
;Lay,H

ooded
K
nights

on
the

N
iagara

,177

�191

を
参
照
。

（
７
）

Lay,H
ooded

K
nights

on
the

N
iagara

,8.
（
８
）

M
oore,C

itizen
K
lansm

en
,22,191.

（
９
）

Searchlight

は
廃
刊
直
前
にN

ational
K
ourier

に
改
名
さ
れ

た
。D

aw
n

も
廃
刊
直
前
にIllinois

F
iery

C
ross,

K
lan

K
ourier,

史

学

第
七
八
巻

第
一
・
二
号

一
〇
四
（
一
〇
四
）



Illinois
K
ourier

へ
と
改
名
さ
れ
た
。

（
１０
）

W
illiam

Joseph
Sim

m
ons,

T
he

K
lan

U
nm

asked

（A
t-

lanta
:W

m
.E

.T
hom

pson
Publishing

C
o.,1923

）,180.
（
１１
）

H
iram

W
.
E
vans,

T
he

K
lan

of
T
om

orrow
and

the
K
lan

Spiritual
（A

tlanta,1924

）,6.

（
１２
）

Sim
m
ons,T

he
K
lan

U
nm

asked
,174

�181.

（
１３
）

Searchlight,
January

27,
1923,

2,
D
ecem

ber
15,

1923,
4
;Im

perial
N
ight-H

aw
k
,
N
ovem

ber
21,

1923,
4,

January
16,1924,3,A

ugust
29,1924,4.

「
健
全
な
考
え
を
持
ち
健
全

な
生
活
を
送
る
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
が
悔
い
改
め
、
良
き
ア
メ

リ
カ
市
民
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
で
自
ら
の
改
悛
を
証
明

す
る
こ
と
」
が
ク
ラ
ン
の
要
求
で
あ
っ
た
。Papers

R
ead

at
the

M
eeting

of
G
rand

D
ragons,

K
nights

of
the

K
u

K
lux

K
lan

,
T
ogether

w
ith

O
ther

A
rticles

of
Interest

to
K
lansm

en

（A
sheville,N

.C
.,July

1923
;N

ew
Y
ork

:A
rno

Press,
1977

）,
132.

（
１４
）

Stanley
Frost,

T
he

C
hallenge

of
the

K
lan

（Indianapolis
:

B
obbs-M

errill
C
o.,

1924
;N

ew
Y
ork

:A
m
s
Press,

1969

）,
84

�86.

（
１５
）

Im
perial

N
ight-H

aw
k,M

ay
23,1923,4.

（
１６
）

K
lansm

an’s
M
anual,

C
om

piled
and

Issued
under

D
irec-

tion
and

A
uthority

of
the

K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan

,
In-

corporated

（A
tlanta,

1924

）;Im
perial

N
ight-H

aw
k,

Septem
-

ber
24,1924,6.

教
育
の
必
要
性
と
講
座
の
開
講
に
つ
い
て
は
、

次
を
参
照
。D

aw
n
,N

ovem
ber

3,1923,20
;Im

perial
N
ight-

H
aw

k,M
arch

19,1924,2
;Searchlight,M

arch
15,1924,2

;

Illinois
K
ourier,

A
ugust

1,
1924,

3
;
K
ourier,

N
ovem

ber
1925,4.

（
１７
）

K
ourier,Septem

ber
1925,2.

そ
の
ほ
か
、Papers

R
ead

at
the

M
eeting

ofG
rand

D
ragons,20,35

;Sim
m
ons,

K
lan

U
n-

m
asked

,
53

;Ideals
of

the
K
u
K
lux

K
lan

（A
tlanta

:K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan,

1923

）,front
cover

;Im
perial

N
ight-

H
aw

k,A
pril2,1924,2

を
参
照
。

（
１８
）
入
団
拒
否
や
追
放
の
例
は
次
を
参
照
。Searchlight,Septem

-
ber

9,
1922,

2
;D

aw
n
,
February

2,
1924,

6
;G

oldberg
,

H
ooded

E
m
pire,98

�99
;B

lee,W
om

en
ofthe

K
lan

,84
;H

or-
ow

itz,
ed.,

Inside
the

K
lavern

,
62,

70,
92,

99,
106

;D
uane

A
.
Sm

ith
,
“R

em
oving

the
M
ask

:T
he

K
u

K
lux

K
lan

in
B
ayfield

,
C
olorado

,”
C
olorado

H
eritage

（A
utum

n
2005

）:
23

�24.

ク
ラ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
の
任
務
に
つ
い
て
は
、K

lan
B
uild-

ing
:A

n
O
utline

of
Proven

K
lan

M
ethods

for
Successfully

A
pplying

the
A
rt

of
K
lankraft

in
B
uilding

and
O
perating

Local
K
lans

（A
tlanta

:K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan,n.d

）,3,
7

を
参
照
。
ク
ラ
ン
を
「
市
民
の
財
産
」
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、Papers

R
ead

at
the

M
eeting

ofthe
G
rand

D
ragons,

66

�

69
;Illinois

K
ourier,A

ugust
1,1924,3

を
参
照
。

（
１９
）

K
ourier,D

ecem
ber

1925,25.

（
２０
）

E
vans,T

he
K
lan

ofT
om

orrow
,20.

あ
る
教
育
冊
子
は

「
ク
ラ
ン
の
団
員
は
社
会
の
事
柄
に
関
し
て
誰
よ
り
も
活
動
的
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。K

lan
B
uilding,15.

（
２１
）

K
loran

（A
tlanta

:K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan,

1916

）;
W
illiam

J.
Sim

m
ons,

T
he

A
B
C

of
the

K
nights

of
the

K
u

シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン

一
〇
五
（
一
〇
五
）



K
lux

K
lan

（A
tlanta

:Im
perial

Palace
,
K
nights

of
the

K
u

K
lux

K
lan,

1917

）;C
onstitution

and
Law

s
of

the
K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan

（Incorporated

）（A
tlanta

:Im
perial

Palace,
Invisible

E
m
pire.K

nights
of

the
K
u
K
lux

K
lan,1921

）,10
;

W
illiam

J.
Sim

m
ons,

T
he

K
u
K
lux

K
lan

:Y
esterday

T
oday

and
F
orever

（A
tlanta,

n
.d

.

）;and
Inspirational

A
ddresses

D
elivered

at
the

Second
Im

perial
K
lonvocation

H
eld

in
K
ansas

C
ity,

M
issouri,

Septem
ber

23,
24,

25
and

26,
1924

（A
tlanta

:K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan,1924

）,58.

（
２２
）

N
ational

K
ourier,D

ecem
ber

5,1924,4.

（
２３
）

Ideals
of

the
K
u
K
lux

K
lan

,
8
;Searchlight,

January
27,

1923,3,A
pril21,1923,1.

（
２４
）

U
nited

States.
H
ouse

of
R
epresentatives.

C
om

m
ittee

on
R
ules,

T
he

K
u
K
lux

K
lan

:H
earings

before
the

C
om

m
it-

tee
on

R
ules

（W
ashington,

D
.C

.:G
overnm

ent
Printing

O
f-

fice,1921
;N

ew
Y
ork

:A
rno

Press,1969
）,77,128

�129.

（
２５
）

Searchlight,February
18,

1922,
5,

Septem
ber

23,
1922,

3,A
pril28,1923,2,July

21,1923,1,A
pril12,

1924,
6
;Im

-
perial

N
ight-H

aw
k
,
June

6,
1923,

8,
June

27,
1923,

4,
8,

A
ugust

1,
1923,

4,
A
ugust

8,
1923,

5,
A
ugust

15,
1923,

4,
Septem

ber
19,

1923,
8,

O
ctober

3,
1923,

5,
N
ovem

ber
28,

1923,
7,

D
ecem

ber
15,

1923,
1
;D

aw
n
,
June

23,
1923,

7,
D
ecem

ber
8,1923,7.

ク
ラ
ン
は
大
抵
、
調
査
を
行
い
、
慈
善

を
施
す
価
値
が
あ
る
と
判
断
し
た
人
物
の
み
を
援
助
し
た
。

Searchlight,D
ecem

ber
30,1922,3.

（
２６
）

N
ational

K
ourier,N

ovem
ber

21,1924,6.

（
２７
）
ク
ラ
ン
の
慈
善
は
人
種
や
宗
教
を
問
わ
な
い
と
い
う
宣
言
は
、

Papers
R
ead

at
the

M
eeting

of
G
rand

D
ragons,

69
;D

aw
n
,

D
ecem

ber
22,1923,7

を
参
照
。
フ
ロ
リ
ダ
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
の
例
は
、Searchlight,July

1,1922,2,O
ctober

28,1922,
8.

受
け
取
り
拒
否
の
例
は
、B

lee,W
om

en
ofthe

K
lan

,143
;

N
ew

Y
ork

T
im

es,Septem
ber

17,1924,
1
;N

ational
K
ourier,

D
ecem

ber
26,1924,3

を
参
照
。

（
２８
）

Searchlight,M
ay

2,1922,4.

（
２９
）

Searchlight,M
ay

12,1923,4,M
ay

26,1923,2.

（
３０
）
ク
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
毎
週
礼
拝
に
出
席
す
る
こ
と
は
良
き
市
民

の
義
務
で
あ
り
、
教
会
は
覚
醒
し
た
市
民
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
。

Im
perial

N
ight-H

aw
k
,
A
pril

2,
1924,

6,
A
pril

16,
1924,

6,
M
ay

7,1924,3.

（
３１
）

B
lee,W

om
en

ofthe
K
lan

,139.

（
３２
）

Sim
m
ons,

T
he

K
lan

U
nm

asked
,
70

;T
he

O
bligation

of
A
m
erican

C
itizens

to
F
ree

Public
Schools

（A
tlanta

:K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan,1924

）,8.

（
３３
）

Searchlight,A
ugust

9,1924,5.

（
３４
）

Illinois
F
iery

C
ross,M

ay
2,1924,n.p.

そ
の
ほ
か
、
公
立

学
校
の
状
況
に
関
す
る
ク
ラ
ン
の
意
見
は
、H

iram
W
.E

vans,
T
he

Public
School

Problem
in

A
m
erica

（A
tlanta

:K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan,

1924

）,9
;O

bligation
of

A
m
erican

C
iti-

zens
to

F
ree

Public
Schools,4,10,

11
;Im

perial
N
ight-H

aw
k,

M
ay

9,1923,5,M
ay

23,1923,2
;D

aw
n
,
O
ctober

13,
1923,

16
;Searchlight,

D
ecem

ber
15,

1923,
6,

M
ay

3,
1924,

7

を

参
照
。

史

学

第
七
八
巻

第
一
・
二
号

一
〇
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）



（
３５
）

Searchlight,June
14,1924,6.

児
童
労
働
に
対
す
る
ク
ラ

ン
の
立
場
に
つ
い
て
は
、D

aw
n
,Septem

ber
1,1923,21

;
Searchlight,

A
pril

26,
1924,

4,
June

14,
1924,

6
;Im

perial
N
ight-H

aw
k
,
M
ay

28,
1924,

2,
O
ctober

1,
1924,

7
;K

lan
K
ourier,June

13,1924,n.p.

を
参
照

（
３６
）

Im
perial

N
ight-H

aw
k
,
M
ay

16,
1923,

2
;O

bligation
of

A
m
erican

C
itizens

to
F
ree

Public
Schools,

7,
11

;Inspira-
tional

A
ddresses,

40
�42

;M
oore,

C
itizen

K
lansm

en
,
37.

農

村
の
学
校
統
合
運
動
へ
の
ク
ラ
ン
の
参
加
に
言
及
し
た
研
究
に
は
、

D
avid

R
.R

eynolds,“T
he

M
aking

of
B
uck

C
reek

:C
ountry

Life
R
eform

,
R
eligion

,
and

R
ural

School
C
onsolidation

,”
A
nnals

ofIow
a
58

（Fall1999
）:351

�387

が
あ
る
。

（
３７
）

K
lan

K
ourier,M

ay
30,1924,n.p.

（
３８
）

D
aw

n
,February

2,1924,10.

（
３９
）

Im
perial

N
ight-H

aw
k,A

pril25,1923,3.

（
４０
）

Im
perial

N
ight-H

aw
k,

July
11,

1923,
7
;K

lan
K
ourier,

M
ay

30,1924,2.

（
４１
）

D
aw

n
,
D
ecem

ber
2,

1922,
6
;
Searchlight,

M
ay

27,
1922,6,7,July

8,1922,3,Septem
ber

30,
1922,

2
;D

ecem
-

ber
23,

1922,
3,

M
ay

17,
1924,

7
;Im

perial
N
ight-H

aw
k
,

M
ay

30,1923,5.

（
４２
）
禁
酒
法
成
立
の
過
程
に
関
す
る
近
年
の
研
究
に
は
、A

nn-
M
arie

Szym
anski,

Pathw
ays

to
Prohibition

:R
adicals,

M
od-

erates,
and

Social
M
ovem

ent
O
utcom

es

（D
urham

:
D
uke

U
niversity

Press,2003

）が
あ
る
。

（
４３
）
筆
者
の
研
究
し
た
イ
リ
ノ
イ
州
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
郡
で
は
、
禁

酒
法
成
立
以
前
か
ら
酒
場
の
規
制
を
め
ぐ
っ
て
住
民
が
対
立
し
て

い
た
。
ク
ラ
ン
支
持
層
は
酒
場
追
放
派
の
住
民
で
あ
っ
た
が
、
組

織
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
酒
場
の
存
続
を
容
認
し
て
き
た
市

民
も
含
ま
れ
て
い
た
。
詳
し
く
は
、M

asatom
o
A
yabe,“T

he
K
u

K
lux

K
lan

M
ovem

ent
in

W
illiam

son
C
ounty

,
Illinois

,
1923

�26”

（Ph
.D

.
dissertation,

U
niversity

of
Illinois,

2005

）

を
参
照
。

（
４４
）

Papers
R
ead

at
the

M
eeting

of
G
rand

D
ragons,

19
;

D
aw

n
,July

21,1923,5
;Searchlight,January

12,1924,2.

（
４５
）

G
oldberg

,
H
ooded

E
m
pire

,
14

;
C
hristopher

N
.
C
o-

coltchos,
“T

he
Invisible

E
m
pire

and
the

Search
for

the
O
rderly

C
om

m
unity

:T
he

K
u
K
lux

K
lan

in
A
naheim

,
C
ali-

fornia,”
in

Lay,ed.,
T
he

Invisible
E
m
pire

in
the

W
est,

111
;

Searchlight,
February

18,
1922,

1,
N
ovem

ber
18,

1922,
1,

A
pril21,1923,3.

（
４６
）

R
ichard

M
elching,“T

he
A
ctivities

of
the

K
u
K
lux

K
lan

in
A
naheim

,
C
alifornia,

1923

�1925,”
Southern

C
alifornia

Q
uarterly

56

（Sum
m
er

1974

）:175

�196
;C

ocoltchos,
“T

he
Invisible

G
overnm

ent
and

the
V
iable

C
om

m
unity,”

512

�

515
;W

ade,
F
iery

C
ross,

225
;M

oore,
C
itizen

K
lansm

en
,

123
;St.

Louis
Post-D

ispatch,M
arch

17,1924,1,M
arch

22,
1924,1

�2,M
arch

23,1924,1,3,M
arch

24,1924,1,M
arch

25,1924,3.
（
４７
）

K
lansm

an’s
M
anual,

19,
79

�80
;D

aw
n
,
N
ovem

ber
4,

1922,3,6,July
21,

1923,
5
;Im

perial
N
ight-H

aw
k,

N
ovem

-
ber

14,1923,7.
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（
４８
）
ク
ラ
ン
の
ス
パ
イ
行
為
及
び
そ
れ
を
正
当
化
す
る
議
論
は
、St.

Louis
Post-D

ispatch,M
ay

14,1924,2
;M

arion
D
aily

R
epub-

lican
,
D
ecem

ber
31,

1924,
1
;Searchlight,

June
21,

1924,
4
;K

lan
K
ourier,June

20,1924,n.p.

を
参
照
。

（
４９
）

H
errin

Sem
i-W

eekly
H
erald

,
February

27,
1925,

2.

ウ

ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
郡
の
ク
ラ
ン
戦
争
に
つ
い
て
は
、PaulM

.A
ngle,

B
loody

W
illiam

son
:
A

C
hapter

in
A
m
erican

Law
lessness

（N
ew

Y
ork

:A
lfred

K
nopf,

1952
;U

rbana
:U

niversity
of

Il-
linois

Press,1992
）及
びA

yabe,“T
he

K
u
K
lux

K
lan

M
ove-

m
ent

in
W
illiam

son
C
ounty,Illinois,1923

�26”

を
参
照
。

（
５０
）
ヴ
ィ
ジ
ラ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
に
つ
い
て
は
、R

ichard
M
ax-

w
ell

B
row

n
,
Strain

of
V
iolence

:
H
istorical

Studies
of

A
m
erican

V
iolence

and
V
igilantism

（N
ew

Y
ork

:
O
xford

U
niversity

Press,1975

）,chapter
4
が
詳
し
い
。
リ
ン
チ
に
代

表
さ
れ
る
違
法
な
自
警
団
活
動
が
市
民
の
権
利
で
あ
り
義
務
で
あ

る
と
い
う
考
え
は
、
自
警
団
員
や
そ
の
擁
護
者
た
ち
が
度
々
用
い

た
自
己
正
当
化
の
論
理
で
あ
る
。
例
え
ば
、H

ubert
H
.B

ancroft,
Popular

T
ribunals

（San
Francisco

:T
he

H
istory

C
om

pany
Publishers,1887

）,vol.1,chapter
1

を
参
照
。
ま
た
、
一
八
五

六
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
自
警
団
運
動
で
は
、
犯
罪
横
行
や
政

治
腐
敗
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
市
民
が
個
人
の
経
済
的
利
益
追
求

に
奔
走
し
、
投
票
や
陪
審
員
な
ど
市
民
が
果
た
す
べ
き
義
務
を
怠

っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。Roger

W
.Lotchin,San

F
rancisco,

1846

�1856
:F

rom
H
am

let
to

C
ity

（N
ew

Y
ork

:
O
xford

U
niversity

Press,1974

）,chapter
9.

（
５１
）

O
fficial

M
essage

of
the

E
m
peror

of
the

Invisible
E
m
pire,

K
nights

ofthe
K
u
K
lux

K
lan

to
the

Initial
Session

of
the

Im
-

perial
K
lonvokation

（A
tlanta,

N
ovem

ber
27,

1922

）,7
;Pa-

pers
R
ead

at
the

M
eeting

of
G
rand

D
ragons,

103
;Search-

light,D
ecem

ber
15,1923,4

;D
aw

n
,July

28,
1923,

11,
15

;
K
lan

K
ourier,June

13,1924,n.p.

（
５２
）

Searchlight,
July

29,
1922,

4,
O
ctober

18,
1924,

6
;

K
ourier,D

ecem
ber

1924,16
;D

aw
n
,January

12,1924,13.

（
５３
）

Searchlight,D
ecem

ber
15,1923,7

;D
aw

n
,
O
ctober

27,
1923,11

;K
lan

K
ourier,June

13,1924,n.p.

（
５４
）

Im
perial

N
ight-H

aw
k,

D
ecem

ber
19,

1923,
2,

O
ctober

1,
1924,

5
;
Searchlight,

N
ovem

ber
1,

1924,
1
;
K
lan

K
ourier,June

13,1924,n.p.

（
５５
）

D
aw

n
,O

ctober
27,1923,11.

（
５６
）
ビ
ラ
の
配
布
、
そ
の
他
の
選
挙
活
動
例
は
次
を
参
照
。E

m
er-

son
Loucks,

T
he

K
u
K
lux

K
lan

in
Pennsylvania

:A
Study

in
N
ativism

（H
arrisburg,

Penn.:T
elegraph

Press,
1936

）,
102

;H
orow

itz,
ed.,

Inside
the

K
lavern

,
27,

76
;St.

Louis
Post-D

ispatch
,
July

23,
1924,

1

�2
;and

B
lee,

W
om

en
of

the
K
lan

,146.

（
５７
）

Im
perial

N
ight-H

aw
k,O

ctober
1,1924,5.

（
５８
）

K
ourier,

A
pril

1925,
22

�23
;D

aw
n
,
O
ctober

27,
1923,

4.

後
者
は
シ
カ
ゴ
市
議
会
議
員
の
出
席
記
録
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
５９
）

D
aw

n
,July

28,1923,11.
（
６０
）

Frost,
T
he

C
hallenge

of
the

K
lan

,
83

;Im
perial

N
ight-

H
aw

k,
January

9,
1924,

2
;Searchlight,

O
ctober

11,
1924,

4.

そ
の
ほ
か
、H

iram
W
.
E
vans,

“T
he

K
lan

:D
efender

of

史

学

第
七
八
巻

第
一
・
二
号

一
〇
八
（
一
〇
八
）



A
m
ericanism

,”
F
orum

74

（D
ecem

ber
1925

）:
801

�814
;

H
iram

W
.
E
vans,

“T
he

K
lan’s

Fight
for

A
m
ericanism

,”
N
orth

A
m
erican

R
eview

223

（M
arch

1926

）:33

�63

を
参
照
。

（
６１
）
公
教
育
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。O

bligation
ofA

m
erican

C
itizens

to
F
ree

Public
Schools,

11

�15
;
E
vans

,
Public

School
Problem

in
A
m
erica

,
5,

12
;Im

perial
N
ight-H

aw
k
,

M
ay

9,1923,3
;D

aw
n
,
Septem

ber
8,

1923,
6,

February
2,

1924,4
;Searchlight,June

14,
1924,

4,
July

26,
1924,

4
;Il-

linois
K
ourier,

Septem
ber

19,
1924,

5
;Lay,

W
ar,

R
evolu-

tion
and

the
K
u
K
lux

K
lan

,
112

�114
;H

orow
itz,

ed.,
Inside

the
K
lavern

,
27

;D
ouglas

J.
Slaw

son
,
T
he

D
epartm

ent
of

E
ducation

B
attle,

1918

�1932
:
Public

Schools,
C
atholic

Schools,
and

the
Social

O
rder

（N
otre

D
am

e
:U

niversity
of

N
otre

D
am

e
Press,2005

）.

禁
酒
法
に
つ
い
て
は
、Searchlight,

A
ugust

2,1924,4

を
参
照
。
政
治
と
宗
教
に
つ
い
て
は
、D

aw
n,

July
28,

1923,
11

;E
vans,

“T
he

K
lan’s

Fight
for

A
m
erican-

ism
,”
57

を
参
照
。D

aw
n
,A

pril21,1923

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
候
補
の
み
へ
の
投
票
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
ビ
ラ
配
布
に
つ
い

て
は
、N

orm
an

F
.
W
eaver,

“T
he

K
nights

of
the

K
u
K
lux

K
lan

in
W
isconsin,

Indiana,
O
hio,

and
M
ichigan

”

（Ph
.D

.
dissertation

,
U
niversity

of
W
isconsin

,
1954

）,198

�199,
218

�219
;G

oldberg,
H
ooded

E
m
pire,

76
;Sm

ith
,
“R

em
ov-

ing
the

M
ask,”

18

を
参
照
。

（
６２
）
ク
ラ
ン
の
「
改
革
」
を
「
宣
伝
策
略
」
と
す
る
議
論
に
は
、B

lee,
W
om

en
ofthe

K
lan

が
あ
る
。

（
６３
）

Leonard
J.

M
oore,

“H
istorical

Interpretations
of

the

1920s
K
lan

:T
he

T
raditional

V
iew

and
Populist

R
evision,”

Journal
ofSocial

H
istory

24

（2

）（1990

）:341

�357.

（
６４
）

Papers
R
ead

at
the

M
eeting

ofG
rand

D
ragons,7.

（
６５
）
「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ン
」
の
遍
在
は
近
年
の
研
究
及
び
定
期

刊
行
物
に
寄
せ
ら
れ
た
活
動
報
告
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
例

え
ば
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
で
の
ク
ラ
ン
活
動
の
中
心
は
、
誠
実
な

市
民
を
公
職
に
就
か
せ
る
こ
と
、
不
道
徳
を
一
掃
し
、
密
造
酒
の

製
造
を
減
ら
す
こ
と
、
人
々
に
健
全
な
生
活
を
送
ら
せ
て
良
き
市

民
に
す
る
こ
と
、
子
供
た
ち
を
日
曜
学
校
に
出
席
さ
せ
、
健
全
な

ス
ポ
ー
ツ
と
娯
楽
を
企
画
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。Papers

R
ead

at
the

M
eeting

ofG
rand

D
ragons,111.

（
６６
）

U
nited

States.
D
epartm

ent
of

C
om

m
erce.

B
ureau

of
the

C
ensus,

F
ourteenth

C
ensus

of
the

U
nited

States
T
aken

in
the

Y
ear

1920,
V
olum

e
III,

Population
1920

（W
ashing-

ton,
D
.C

.:G
overnm

ent
Printing

O
ffice,

1922

）,260,
267

;
U
nited

States.
D
epartm

ent
of

C
om

m
erce.

B
ureau

of
the

C
ensus,R

eligious
B
odies

:1926,
V
olum

e
I

（W
ashington,D

.
C
.:G

overnm
ent

Printing
O
ffice,1930

）,597,599,601.
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